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堺市社会的養育推進計画 第 4回懇話会 

 

日 時：令和 6年 10月 2日（水）10:00～12:00 

場 所：堺市役所 本館地下１階 多目的室 

 

 

○司会 お待たせいたしました。ただ今より、堺市社会的養育推進計画懇話会を開催い

たします。本日は、ご多忙中にもかかわらずご出席いただきましてありがとうございま

す。私、本日司会を務めさせていただきます、堺市子ども青少年局子ども青少年育成部

子ども家庭課課長の立道でございます。よろしくお願いいたします。最初に、本日配布

の資料等について確認をいたします。 

※ 資料等説明 

資料等はすべてそろっておりますでしょうか。この懇話会は、懇話会要綱 第６項に基

づき、公開となっておりますのでよろしくお願いします。現在、2名の傍聴者がいらっ

しゃいます。本日の会議内容は、会議録作成のために録音させていただきます。また、

会議録につきましては、堺市の HP へ公開させていただきますので、よろしくお願いし

ます。それでは、これ以降の進行は伊藤座長にお願いいたします。 

 

○伊藤座長 本日も朝早くからお集まりいただきありがとうございます。それでは、議

事の方に入っていきたいと思うんですが、先ほど司会からもご説明ありましたけれど、

今日は、議事が１つ「堺市社会的養育推進計画案」について皆さんと議論していきたい

と思いますが、議事は１つなんですけれど、非常に内容が膨大になっておりますので、

大きく 3つに分けて説明していただいて進めていきたいと思います。円滑な議事の進行

にご協力いただきますようどうぞよろしくお願いいたします。それではまず 1つ目の計

画案の構成について事務局の方からご説明よろしくお願いします。 

 

○事務局 第 1章 第 2章  （説明）  

 

○伊藤座長 今のところまでの事務局からの説明につきまして、委員の皆様からご質問

ご意見等ご発言をお願いしたいと思います。全体像というか構成についてのご説明でし

たので。 

 

○事務局 細かい部分については、また 2回目 3回目で説明させていただきます。 

 

○神田委員 本文と別冊は一体ものなので、パブコメも全部を見ていただくということ

ですね。見出しのところで、前計画は見出しに検討する項目が全部入っていたんですが、
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今回の新計画は組立が変わるので、見出しとしてはこういう形になるんですね。そうす

ると見出しに先に目が行く市民の方も多いと思うので、何を計画したかという項目がこ

こに出てこないので、残念です。ですので、もし可能ならば見出しの第 3章の策定項目

ごとの取組方針に、1 から 10 まで小見出しみたいに項目を入れば、何が載っているの

か何を検討したのかっていう中身が見出しを見ただけでわかると思います。 

 

○事務局 表紙の裏の目次、第 1章の第 4節に「策定項目」っていうのがあるんですけ

れども、この下のところに入れることを検討します。 

 

○神田委員 ここに全部入れると、取組方向みたいのが出てこないけども、でも、1章

の 4節に入れる方が目次としては正しいんでしょうね。それはどちらでも結構です。 

 

○伊藤座長 そういう報告は目次の書きぶりの問題だと思うんです。今、目次が節まで

しか書いてないので、その節の下に項をつけて、節だけのもあるだろうけど。例えば第

1 章だったら第 1 節、2 節、3 節は、節だけなんですけど、第 4 節もこれ箇条書きなの

で、文章がついてるわけじゃないから、第 1章はこれでいいかなと思うんですけれども、

例えば、第 2章第 1節「前計画の取組結果と分析等」で、1番家庭養育優先原則の現状、

2当事者である子どもの権利擁護等項の見出しを全部つけてとか、いわゆる目次を見た

だけで、どこに何が書いてあるかがわかって、市民の方がパブコメするときに、自分の

興味のある項目からページをくって見れるようにした方が親切かなと私も思いました

ので、目次が 1ページで収まらなくなりますけれども、項立てを全部変えていったらど

うでしょうか。2章以降。 

 

○事務局 検討させていただきます。 

 

○伊藤座長 それでは策定項目が 10 項目あるんですけれど、そのうちの１番から 5 番

までのところについて、事務局の方からご説明よろしくお願いします。 

 

○第 3章 計画の方向性 第 1節、第 2節 1～5 （説明） 

 

○伊藤座長 1番から 5番までで結構多岐に渡るんですけれど、委員の皆様からただい

まの事務局からの報告につきまして、ご質問ご意見等ご発言をお願いしたいと思います。

順番通りじゃなくても構いません、コメントしたいところからで大丈夫です。 

 

○神田委員 項目によってすごく丁寧に書いている内容と、シンプルな内容とばらつき

もある、やむを得ないところもあると思うんですけど、6 ページのサポートプランが、
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新しく始まった取組なので、すごく丁寧に書いておられると思うんです。それに引き換

えて、次の（2）の家庭支援事業の①のところは、「6事業中 4事業実施済み」というの

が、読んだ方にはこの事業が何を指すのかがわからないので、ここはもう一度事業名を

挙げてもらう方がいいと思います。それから下の児童家庭支援センターですけれど、こ

ども家庭支援体制の中なので、このような書きぶりになると思うんですけど、児童家庭

支援センターが家庭相談のことも研修とかも含めてやっているのとあわせて、里親への

支援の取組とか、堺市の施設のこどもたちのアフターケアの取組とか、幅広くやってる

んですね。ですので、ここに全部書くのはおかしいと思うのはわかっているんですけど、

児童家庭支援センターが取組を幅広くやってることを堺市としての位置づけがよくわ

からなかったので、それはその相談家庭支援の取組も、里親支援の取組も、アフターケ

アの取組も、市としてこう位置づけて評価をしているのかというのが不明確なので教え

てほしいと思います。それからもう 1 点だけ、7 ページの大きな 5 の（1）の丸の 2 つ

目、児童養護施設等については、2 ヶ所程度の一時保護専用施設の設置を依頼します。

ここだけ依頼するのはおかしいと思うので、検討するのか推薦するのか、言葉の修正を

お願いしたいと思います。 

 

○事務局 まず児童家庭支援センターの位置づけの説明です。児童福祉法上、児童家庭

支援センターの位置づけというのは児童相談所を補完するということで位置づけがあ

るかと思います。堺市は地域が狭いので、例えば他府県、他都市と比べて、児童家庭支

援センターが児童相談所のような役割を担ってたりとか、様々な土地柄によって業務と

いうものが違うかというような認識を私自身持っております。堺市としてどのような位

置づけをしているかというところでございますが、補完するというところが、児童相談

所だけの業務を補完するというわけではなくて、堺市 7区ございますが、保健センター

業務であったりとか、子育て支援課の補完する業務であったりとか、そういったところ

のサブ的な役割で様々な業務をやっていただいてるというところです。ですので、退所

者のフォローであったりとか、ベビープログラムであるという要支援家庭の支援であっ

たりとか、様々、国でも新しくメニューができてきたりしまして、今ではフードバンク

を使った食事の支援とか、そういったところも補完的な役割ということでさせていただ

いていますので、堺市としましては、そのメインというよりかは、様々なセクションの

サポートというか、足らないところを行政じゃなくて、民間のそのフレキシブルさで補

っていただいています。ですので、そこをどう書くかっていうのは、またご意見という

かご助言いただければと思います。 

 

○神田委員 里親支援とかアフターケアも取組を堺市としてそこは認めているという

か評価をしているということでよろしいんですかね。 
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○伊藤座長 1 つ目のご指摘の事業名のところは、6 ページの「家庭支援事業」のとこ

ろだけじゃなくて、例えば 3番の「妊産婦等生活援助事業の取組」で「他事業で支援が

できないか」っていうところの他事業って、例えば具体的にどういう事業で代替しよう

としてるのかなとか、何か事業名を書いた方が親切かなというような箇所が何ヶ所かあ

ったので見直しをお願いしたいと思います。あと、2つ目の児童家庭支援センターにつ

いてなんですけれども、国からの策定要領で求められている項目の名前が「児童家庭支

援センターの機能強化と設置促進」というところで、まずその機能強化の部分で、2つ

目のポチで「在宅指導の措置委託、指導委託については引き続き検討します」っていう

ことなんですけれども、こっちの指標を見ると令和 6年度 5世帯で、ずっと 5世帯ぐら

いを指導委託していきますみたいな感じなんですけど、何か指導委託について検討する

っていうことだけであって、どういうふうに連携をして、児童家庭支援センターにどう

いう役割を期待しているのかっていうのが読み取りづらいとは思いました。今、神田委

員からおっしゃってくださったように、児童家庭支援センターにいろんなことをやって

いただいているので、堺市として児童家庭支援センターに期待している役割をもう少し

具体的に書かれるといいかなというふうには思いました。何か機能強化に向けてのとこ

ろが足してもらえるといいと思います。あと 2番の「子ども家庭支援体制の構築に向け

た取組」で、こども家庭センターとか、児童家庭支援センターとか何かいろんなセンタ

ー名が出てきて、私たちは何かわかるんですけど、これパブコメ出すにあたって、一応

用語集をつけてもらっているんですけれど、わかりにくいかなという感じです。堺市の

こども家庭支援体制でも、「こども家庭センターは各区にあって」とか、「児童家庭支援

センターっていうのは 1個です」とか、何かその堺市のこの体制が、ビジュアライゼー

ションされると、図になっていると、子ども相談所っていうのはこういう位置づけでと

か、どこがどこをバックアップするとか、どことどこが横の繋がりなのかとか、それこ

そ養護施設とか乳児院という名称も入れて、堺市の社会資源の一覧みたいなのがあると、

図であるといいなとは思います。これ文章だけで全部読み解くのはなかなか頭の中に市

民の方は絵を書けないんじゃないかっていうのが気になりました。 

 

○丸山委員 妊産婦さんへの支援のところが多分新しく加わったと思うんです。妊産婦

等生活援助事業はまた検討していただくということだったと思うんですけど、私たちの

母子施設はお母さん子どもが入所できるところなので、6ページのところにも「母子施

設は子育て短期支援事業をもっと活用してね」みたいなことを書いてもらってるんです

けど、やっぱり特定妊婦さんとかで、1人では子育てしていくのが不安だから、子ども

を養育できないから、もう養護施設に預けるみたいな選択をしちゃうお母さんもいると

思うんです。母子は子育て短期支援事業だけじゃなくって、特定妊婦さんも受け入れを

させてもらっているので、その辺も周知していただけると自分で子どもを育てたいって

いうお母さんが増えていくのかなっていうのは感じます。 
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○事務局 母子生活支援施設の部分の周知でいうと、先ほど父子というような話も子ど

も家庭課の方で、母子よりか父子の考えが薄かったというような説明をさせていただき

ましたが、母子生活支援施設の周知という部分で、社会的養護における各区、子ども相

談所のその認知度というか理解度というか、そういったところも今後は丸山委員のハピ

ネスハークの現状とかも教えていただきながら、広く皆さんに周知させていただく、わ

かっていただくということが大事かなというふうに思っていますので、今後実施してい

ければと思っております。 

 

○伊藤座長 この 6ページの「母子生活支援の体制整備と活用促進」のところで、今お

っしゃっていただいたようなところをポツ 1 つ増やして文章を追加してもいいのかな

っていうのを思いました。あと今、事務局の方から説明があったのもいわゆる関係機関

というか、支援者側の理解とか周知を促進するっていう内容だったと思うんですけども、

それもとっても大事なんですけど、加えて今、丸山委員の方からも特定妊婦の方とか、

地域で妊娠出産に関する困りを感じている人たちに、母子生活支援施設の役割とかこう

いう支援があるってことを知ってもらうための市民向けというか、支援が必要な人向け

の広報とか啓発とか周知に向けた取組も必要なのかな、何かこちらの関係者側だけわか

っていても市民の方が知らなかったら、なかなかその情報が届かなかったらなかなか利

用に繋がらないかなと思うので、その辺りも活用促進という意味では、市民向けの広報

とか周知も大事かなと、今、丸山委員のお話聞いてると思いました。ちょっとご検討い

ただけるでしょうか。 

 

○中村委員 抽象的な話になってしまうんですけれども、5ページ目の「策定項目ごと

の取組方針等」で「当事者である子どもの権利擁護の取組」って書かれていて、あの元々

はその児童福祉法の 1 条のところに「子どもが権利の主体である」、そこがこう明記さ

れたってことがすごく大事なことなんだよってことが言われていて、ただ、その中でこ

どもを権利の主体として対応するってことはどういう意味なのか、そのことの中で意見

ちゃんと聞こうね、その中で最善の利益を図っていこうみたいなとこあると思うんです

けども、私もこどもの権利とその対人、こどもに対する援助と倫理って何なのっていう

ところを法的に解説してくれみたいなことを言われて研修をするわけですけども、「権

利の主体である」ってことの具体的イメージすっごい説明しにくいんですね。例えば自

分が関わっていた子どもでこういう失敗をして、この子の権利が図れてなかったってい

うことが後からわかって、こんなことやっちゃいましたみたいなことを喋ってて、よう

やく「あーそうだったのか」みたいな感じになるところがあって、だから権利擁護の取

組で意見聞きます、意見表明を支援していきますってことはあるんですけども、その権

利の主体であるっていうことが、具体的にどういうことなのか多分なかなか一般の方っ

てイメージしにくいんだろうな、そこら辺りってね、これ書いてくださいという意味で
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はないんです。例えば、私もどうやって説明したもんかという中で、例えば民法の親権

法の改正の経緯とかを簡単に説明したりとか、最近も 821 条だったかな、「子どもの能

力とか年齢とかに応じて配慮していきましょう」、みたいなことが盛り込まれてますけ

れども、この「こどもを権利の主体としてちゃんと見なければならないんですよ」って

いうところを、どう具体的にイメージを持ってもらい、その一環としてこういった意見

表明があるんですよっていうとこがないと、あった方がいいのかなというふうに思いま

して、ただ私としてもそこをどのように記載すればそこが具体的にイメージを持てるの

かという案があるわけではなくて、自分としてもそこを具体イメージを持ってもらうた

めにそれこそ 1 時間ぐらいかけていろんなことを喋ってようやくなんとなくぼやっと

したイメージを持ってもらえるかなというところにしかできてないので、なかなか難し

いとこではあるんですけど、そこも気になったところです。 

 

○中村委員 難しいことを言ってるってことは重々承知はしておるんですけど。 

 

○事務局（課長） 確かに今年に入ってから子どもの権利擁護の取組とか意見表明をし

た後、その意見をどう取り扱うかっていうときに、我々自身もすごく悩んでいます。要

はその子どもの最善の利益を図りながら社会的養護という枠の中で、様々取り組んでる

わけなんです。子どもの権利擁護部会を立ち上げて、出てきた意見っていうのをどのよ

うにどう取り扱うのかっていうのがすごく難しいなって、その時にはやはり中村委員お

っしゃったように、その子どもの権利っていうのがそもそも何なのかっていうところ、

僕らの理解をもっともっと具体的な形で深めていかないといけないなっていうのを痛

感しているところであります。それをどう広く一般の方も含めて周知していくのかって、

非常に難しい課題だなと思いながら、まず我々の中にそれをちゃんと消化していかない

といけないなっていうのが、今、我々思ってる感じてるところです。 

 

○伊藤座長 ここの当事者である子どもの権利擁護の取組のところ、すごくたくさんの

項目立てして書いていただいているんですけれど、なんか文章量が多いわりに、どうし

ても内容的に抽象的だなっていう印象は他と比べてあります。サポートプランのところ

具体的やけど、他は抽象的っていうような、そこのバランスは確かに気になって、例え

ば、（1）の「こどもへの意見聴取等措置の取組」のところで、「措置中のこどもに対し

て毎年の訪問調査等」でって書いてあると、措置中のこどもって 1回しか訪問されない

んだって市民の方思うかなとか、そんなことないですよね。もっと子ども相談所から行

ったりするので、そういうことも書いた方が年 1回しか行かないんだみたいなふうに誤

解される。もう少し「定期的に訪問して、里親家庭とか施設で何か困ってることないか

とか。子どもの声をちゃんと聞きます」とか、「聞いていることが継続します」とか。

あと措置するときの意見聴取ですよね。子どもの意向を尊重しっていうところがあると
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思うんですけど、例えば「権利ノートを使って説明をします」みたいなところとか。書

いてもいいのでは。 

 

○事務局 アンケートの部分で言い漏れたんですけど、権利ノートは、施設の方でも年

1回必ず説明していることを聞いています。権利ノートについて子どもにアンケートを

したら知ってるという割合が非常に低くて、ノートで、書かれてる内容についてはご理

解していただくというところの取組っていうのはしていかなければならない。このアン

ケートについてはまた取るので、指標にはないですけれども、認知度等が上がるように

見ていきたい。 

 

○伊藤座長 私ここ以外の複数の自治体の社会的養育推進計画の会議出させてもらっ

ているんですけど、どこの自治体もそのアンケートとかヒアリングを施設の子どもと里

親家庭の子どもにしますけど、どの自治体もおしなべて権利ノートに関する周知は低い

です。権利ノート持ってるとか知ってるとか、読んでどう思ったみたいなところは、こ

ちらが思ってるより何か理解されてないなっていうところはあったので、そこは何か入

れておくといいかなと思いました。 

 

○井上委員 今の権利ノートに関して言うと、子ども自体が施設で育っている場合、や

っぱり大人（職員）に付いていってるというか、大人からの影響を一番受けているんで、

ノートや文章的なものをもらうよりも、実際にこういうことをやってるよという、実態

を見せてあげることが、より身についていくのかなという気がします。ですから正直、

ノートという文章自体を理解するというのはかなり難しい。 

 

○伊藤座長 職員と一緒に読み合わせをしたりするという。 

 

○井上委員 読むだけではやっぱり身につかない。読むのは頭の中でわかってるとして

も、やっぱりその辺が難しいなという感じはしています。ですから知らないんじゃない。

ノートをもらったよね、でも中身はわからない。それと、まずこの意見表明権そのもの。

これ一番大きな問題点、私どもも見てると、元々の施設の大舎制の施設とか大きい施設

だと、いろんな人が実際子どもの意見を聞いてるんですね、ただ、これが小規模化にな

ればなるほど、やはり意見表明は出てきにくい。子どもの意見っていうのを聞く職員が

かえって少なく、ですからアドボケイトを。特にこの制度を入れる時には、里親さんと

か小規模の施設とかそういう所に重点を置いて行く。今の流れは、まず施設行きましょ

うという考えがあるんですけど、施設はここに書かれてるように、第三者委員とか、い

ろんな訪問調査等も含めて、常に特に堺では子ども相談所のワーカーが常に来ていただ

いてることもあるんで、それほど心配はないのかな。逆に、どちらかというと小規模化
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されたような施設の方がより大変な部分が出てくる。ファミリーホームも含めてですけ

どね。そういうところに関する何か記述があった方がいいのかなっていうふうに思って

います。 

 

○伊藤座長 別紙でつけていただいているアンケートの子どもたちの声、養護施設の子

も里親家庭の子も、どちらも同じように普段一緒に生活してる大人にいろいろ言えてる

っていうところはある。ただそれでも言えないこととか、寄り添うこととかはあろうか

と思いますし、やっぱり里親さんとかだと近すぎるから仲が良いからこそ言えないとい

うか、小規模化もそうですけれども。閉鎖的になりやすいっていうところとか、里親さ

んとかファミリーホームで意見箱がないとかっていうところにも配慮して、「より積極

的に意見表明等支援事業に移行推進していきます」っていうところは書き加えてもいい

のかなとは思いました。別の自治体ですけど、ヒアリングに行かせていただいて、児童

自立支援施設の夫婦小舎制のところと、里親家庭とかファミリーホームは生活のことと

か学校のことは言いやすいけど、養育者に対する不満は言いにくいっていうのは子ども

たちはみんな言っている。例えば夫婦小舎とか里親家庭だと里父にこんなん言われて嫌

だったっていうことを里母に言ったら、自分の旦那さんのことだから気悪くするのでは

ないかとか、夫婦小舎制でも寮長の悪口は言えないとか。何かそういうのは気にしてて。

一方で施設職員だったら、職員同士の関係が夫婦ではないので、割と職員に「嫌だった」

は言いやすい。何かそこのハードルはあるのかなとは思ったりして、その閉鎖的である

っていうところの配慮として、「積極的に意見表明等支援事業を入れていきたい」って

いうことは書いてもいいのかなと思います。続いて項目の 6 番から 10 番についてまた

事務局の方からご説明をお願いします。 

 

○事務局 計画の方向性 第 2節 6～10 （説明） 

 

○神田委員 6のところなんですが、(3)の「特別養子縁組の推進」のところの、先ほど

ご説明あった②の「民間あっせん機関との連携」で、民間の養子斡旋機関に行く赤ちゃ

んも増えてきて、連携の必要性を感じているので、ここを評価しています。民間あっせ

ん機関とは、なかなか連携できてないんですね。民間団体とどんなふうに連携するのか

という手法について疑問というか課題があるのをお聞きしたいのと、もう 1点、子ども

相談所内のアンケート調査っていうアンケートっていう表現は疑問です。細かいことな

んですけど、普通に調査でいいんじゃないかと思います。 

 

○事務局 民間あっせん機関との連携の部分ですけれども、正直言いますとなかなか難

しいです。いろんな民間あっせん機関から堺市にお住まいのご夫婦にこどもの委託の検

討を考えているので、そのご夫婦が里親登録されていた場合は、その事前の調査が文書
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で来ることがあります。そういったところでは子ども相談所は協力します。文章でのや

りとりが中心になっているかなあと思います。あとは実際に堺市にお住まいのご夫婦で

里親へ登録されているいないにかかわらず、堺市のご夫婦に養子縁組したこどもさんが

いる場合には文書で報告が来るっていう形になっていまして、それ報告を受けましたら、

子ども相談所としても養親さんが同居児童届出書というものを各区役所に出す必要が

ありますので、報告を受けて、保健センターとか保健師と一緒に同行訪問をさせていた

だいて、その家庭の支援を行っています。実際の団体さんと直接文書以外でのやりとり

っていうところが発生してるかっていうと発生してないんですけれども、難しいケース

であったりとかは、連携が必要かなというふうには思っていますので、今後、そういっ

たところも強化していければなというふうに思っています。 

 

○神田委員 逆に堺市の赤ちゃんが他府県の夫婦に行くっていうときは、その連絡は他

府県には依頼が行くけど、堺市側には連絡はこないんですね。 

 

○事務局 堺市の子ども相談所が把握するっていう仕組みにはなっていません。地域の

保健センターで、妊娠届が出て特別養子縁組を考えてるっていうところで、保健センタ

ーとしてどこに行ったのかっていう後を追う仕組もあります。たまに子ども相談所に相

談が来るんですけど、子ども相談所がそこに関与するかっていう仕組みにはなってない

のが現状です。アンケートは文言修正させていただきます。 

 

○伊藤座長 あとは子ども相談所内で調査について、里親委託の検討対象とこれ多分伊

藤が発言したもので、子ども相談所として、本当は里親さんに委託したかったけれども、

里親委託が望ましいと思ったが、里親さんが見つからないという理由で施設に措置した

子はどれぐらいいますかっていうのをケースワーカーさんに調査をして、その子はどう

いうこどもだったのか、中高生が多いのかとか幼児が多いのかとか、どういう条件でど

うなったのかっていうのを検討してほしいという趣旨だったので、何か調査だけじゃな

くて調査検証というか分析みたいなことをするんだっていうことが、ここに含まれると

いいなと思いました。単純に実態調査みたいなアンケートではないので。 

 

○中村委員 特別養子のところで、これを盛り込んでくださいとかいうことではなくて、

私自身も悩み相談というのか、堺どうなってますかってことなんですけど、児相長申立

てで特別養子の適格者審判承認出るじゃないすか。その後、承認得られたけれども、な

かなかなり手が見つからなくて、2段階目の申し立てに難渋したみたいなこととかお有

りなんですか。 

 

○事務局 堺市の実情としてはないです。ただ他の自治体でそういったケースがあるっ
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ていうのを伝え聞いておりまして、なかなか第１段階第 2段階の仕組上、そういうこと

が起こり得るのかな。第１段階が成立してから半年以内に第 2段階を申立てないといけ

ないっていうところの期限がありますし、第１段階通るかどうかわからないのに、養親

さんに委託するっていうのが子ども相談所としてもチャレンジ的なことにはなるので、

ケースによってそういったことが発生しているっていうのは他の自治体で聞いていま

す。 

 

○中村委員 実際私が関わったケースで、もう半年経ちそうなんだけどなかなかめどが

立たないっていう話を聞いたり、実際もう、期限が切れてしまって 2回目の申立てをせ

ざるを得なくなったケースがあったりもして、なかなか意識は高まっていて児相長申立

てでやるぞということになるんですけども、その後がなかなかついてこないって言い方

がおかしいのかもしれませんけれども、一方で、里親審査会に出てると養子縁組希望の

方って一定いらっしゃるんで、希望者の方がいらっしゃるのに、なかなかいざ探してみ

ても見つからんぞということが、私が経験するだけでもいくつかありました。そのあた

りどうするかなって思ったんです。特に現状生じていないということなのであればそれ

でいいのかなっていうのと、あと先ほどおっしゃっていた民間あっせん機関との連携で

取り組むっていうところが、含まれるのかなっていうとこがあって、計画の書きようと

してこれでよかったのか。ただそういった問題が生じるということは、また意識してい

ただければと思います。 

 

○中村委員 これもこの計画に書き込むことなのかなということで、ちょっと迷う部分

ではあるんですけれども、親子の親子分離中の親子間の交流についてどうとらまえるか

っていったところは、今、割と各地で問題になっているところではあって、アンケート

を見ると、やはり施設入所してるお子さんで、親に会いたいんだけどもなかなか会えて

いないということをアンケートで答えているお子さんもいらっしゃるので、そもそも親

子交流についての項目は設けないということもあるのかもしれませんけれども、例えば、

8 ページ目の 6（1）のとこで言うと、家庭養育優先原則というところで、「入所期間を

できるだけ短期にしましょう」っていう考えがありつつ、パーマネンシー保障というと

こで、「特別養子とかも積極的に考えていきます」っていう部分があって、ただその辺

りのところっていうのが非常にケースとしては多いと思いますので、ただ分離中の親子

関係のありようというところをどう見ていくのかというところは、割と今子ども相談所

どういう方針ですかってか、意識持ってますかというところ、外部からも気になってる

とこではあります。ただ、どのように盛り込むかというと難しい部分でもあるから、必

ず書き込んでくださいっていうわけではないんですけども、ちょっと気になるところを

申し上げたしだいです。 

 



11 

 

○伊藤座長 私もアンケートを見てちょっと気にはなってます。家族に会いたいってい

う声があったりとか、別の自治体で調査したときには、里親家庭に委託されてる子は、

親に会いたいということを、里親には言えないみたいな。その里親さんへの遠慮があっ

てということで、会いたいというニーズは一定施設の子も里親家庭の子もあり、その措

置中の子どもたちの面会交流を含めた親子関係を再構築に向けた取組みたいなところ

どうでしょうね。 

 

○事務局 具体的にこういった取組っていうようなものではないのかもしれないんで

すけれども、やっぱり家庭養育優先原則って事で、できるだけその実親家庭での養育を

サポートしていくっていうところの視点はかなり子ども相談所の中にも根付いてきて

いるかなというふうに思います。なので一時保護として分離したりとかあるいは施設入

所という形で分離をしても、かなり以前であれば、施設に入ったら一段落っていうよう

なあの感覚がうちの職員の中にもあったかなというふうには思うんですけれども、やは

り一時保護の過程の中で、とかあるいは施設に入ったとしても最終親子再統合をどう目

指していくのかみたいなところの親子交流の形であったりとか、そういった視点はかな

り方針会議でも議論されているというふうに思います。なかなかはっきりとした文言で

どう書けるかっていうのは難しいですけれども、職員の中で意識が変わってきているっ

ていうところはあるかと思います。ただアンケート調査で、その会えないって言ってい

るこどもさんが実際どういう状況なのか実親さんが全く連絡がつかないっていうとこ

ろなのか、連絡がついてて交流は来ていたけれども来なくなったっていうことなのかっ

ていうのが、具体的な個別のケースとなるので、どういった事情で会えないっていうこ

とを言ってるのかっていうところ。施設入所中の子どもに面接に行くときには、親への

思いですとかあと、年 1回ではないですけど訪問調査とかっていうところで、改めてそ

の聞くっていうことは意識してできているかなとは思いますので、そこら辺施設の先生

や里親さんのところで言いにくいところを子ども相談所の職員がいかに丁寧に拾って

いくかっていうところは、職員のスキルアップも今後必要というふうには考えておりま

す。 

 

○井上委員 施設としては感じますよ。親御さんの方にいろんな事情があって、会えな

いっていうことの方が多いです。犯罪を犯して収監されている親御さんとか、病気で長

期入院されてる親御さんとか、お子さんをお預かりすると、そういうことがたくさん出

てきますね。それと、もうちょっとで再統合できるのになっていう段階で、親御さんが

どこかへ消えてしまうという親御さんも結構いらっしゃる。その度に子どもの心が傷つ

いていって、本当にかわいそうな思いをさすなって。 

 

○神田委員 8のところで、2つ意見があります。「施設の小規模化」の項目なんですけ
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ど、まず 9 ページの一番下のところで、「職員の確保や育成が十分でない中では拙速に

進めない」というところの視点もあるんですけども、施設への支援という観点、小規模

化を進めるにあたって。今職員の確保や育成がこう大きな課題になっているという現実

もありますし、この計画が進んで、施設措置のこどもが減ってくることになると、経営

の大きな問題もある。いろんな意味で施設が大変な状況にある中で、協力をしていただ

いてる。その施設を支援するという視点が文章に出てこないんです。そこが、とても大

事なことなんです。それからもう 1 点は、10 ページで「児童自立の修徳の中に 2 つの

堺市の寮がある」というのも改めて実感したんですけど、児童心理治療施設については

堺にないので、そこに言及はありません。大阪市の心理治療施設は、いっぱいで全然入

れない状況なんですけど、児童心理治療施設は、特に書く必要がないのかという疑問が

ありますのでその 2点お願いします。 

 

○事務局 1点目の施設の支援というところです。ここの部分については、各施設、養

護施設の方から要望というところで、人材に関連する運営補助が欲しいというようなご

要望であって、それを返せてる部分と返せてない部分があったりもしますので、やって

ないということではないんです。ただ書ききれてないというところですので、その辺は

意識して施設だけにお願いしてるという部分じゃなくて、堺市としての姿勢というか、

そういったところも入れればなあというふうに思いますので、何らか書き足せればと思

ってます。2つ目、児童心理治療施設の分です。「社会生活の適用が困難となった子ども

について」というところのフレーズが、児童心理治療施設に関連する内容のところです。

あえて児童心理治療施設ということは入れなかったんですけれども、入れない理由とし

ましては、児童心理治療施設が堺市で建設することや、民間の力でというようなところ

の部分がなかなか見込めないためです。策定要領の中で、児童自立児童心理という部分

の指標を設けて書きなさいということにはなっていないんですけれども、社会的養護を

謳う上では、この 2つの施設の何らかの記載というのは、我々の方としましても必要だ

というふうに思っていますので、書きぶりはこういう形になっていますが、意識はさせ

ていただいて、記載しております。 

 

○伊藤座長 児童心理治療施設はどこの自治体も定員いっぱいで、自分の自治体の子で

もいっぱいなのに、なかなか他都市の子を受けにくいってことは聞きますので、それこ

そ児童養護施設の高機能化とか多機能化の中で、先ほどあった施設への支援といった、

機能強化のバックアップの中で各養護施設でそういった社会生活の適応が困難となっ

たお子さんについても、堺の場合養護施設で見れるということができるようにするとい

うことは必要なのかなと思います。あと 1つ目のところですね、私もこれ書きぶりの問

題だと思うんですけど、9 ページの下から上にかけて、「各施設の職員体制が安定した

ことを本市として確認できた上で進めます」っていうのが、なんか「施設で頑張って整
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えてもらって、それを市が確認しますよ」みたいな感じで、ここに堺市としても何かこ

うサポートするみたいな意味合いの文言が使えるといいなと思いました。（1:29:08）あ

と児童自立支援施設については修徳の方に 2舎を建てて、活用はしてるんですが、何人

ぐらい入ってます。 

 

○事務局 現状、実数は把握しておりません。 

 

○伊藤座長 あとやっぱり児童心理治療施設は、医師とか治療スタッフの人件費とか人

材確保の問題にどこの自治体も苦労、法人で苦労していてっていうところで、そのあた

りを人材確保を含めた体制整備に行政としてどういうバックアップができるのかみた

いなところで、引き続き検討課題と思います。伊藤の方からちょっと気になったところ

で、自立のところの 18ページの指標のところに、1番ですね。「児童自立生活援助事業

の実施箇所数」であって、括弧Ⅰ型からⅢ型それぞれの入居人数ってあって、みたら 10

人ってなってて、これわかりにくいな、なんかⅠ型で何人、Ⅱ型で何人、Ⅲ型で何人っ

ていうふうな書きぶりがいいのかなっていうのが 1つと、Ⅰ型Ⅱ型Ⅲ型って何っていう

説明が出てこないなと思ったんで、自立援助ホームのことは出てくるんですけど、10ペ

ージの方に戻ると、自立援助ホームのⅠ型のことは書いてあるけど、Ⅱ型とⅢ型のこと

は特に触れてない。 

 

○事務局 用語集にはこの援助事業のⅠ、Ⅱ、Ⅲの説明はしているんですけど、先ほど

の子ども家庭センターとか、同じようにわかりにくいのかもしれないなっていう認識が

ありますし、ここで 10人で書いているのも、なかなかこれ見込むのが難しい。 

 

○伊藤座長 どういう 10人なの。 

 

○事務局 Ⅰ型が自立援助ホームの高校生が中心に入っています。10 人のこのカウン

トの仕方としてその高校生入れてます。カウントしています。今 4人入っていますので

4、あとⅡ型は児童養護施設で措置延長、20歳以上の方がそのまま施設に居続けるとい

うような場合、これは稀におられますので、1 人とか 2 人とか、里親・FH でも 20 才以

上の方というところで、1～2 人の予想、定員が自立援助ホームが 6 人というところで

して、あとⅡ型Ⅲ型でどれぐらいかというところは、年によって違うし、こどもの状態

によっても違うというところで、過去の実績でもって、10 人程度で設定させていただ

いた。 

 

○伊藤座長 年齢要件が緩和されたので、もっとこう使いやすくなったっていうところ

で、前向きな数字でもいいのかなっていう印象があるのと、あと用語集にはⅠ型、Ⅱ型、
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Ⅲ型あるんですけど、本文には出てきません。パブコメをするときに、実際に里親して

る人とかファミリーホームしてる人もこれ読むと思うのでⅢ型が自分ごとになって読

んでいただいた方がいいかなあと思ったので、本文の方に、登場させた方がいいかなと

思いました。 

それでは本日用意していただいた案件は全て終了いたしましたが、その他がありますの

で、とりあえず、この懇話会の進行は事務局の方にお返ししたいと思います。（1:31:56） 

 

○司会 伊藤座長ありがとうございました。また委員の皆様活発なご議論、本当にあり

がとうございました。それでは 2のその他に移らせていただきます。連絡事項でござい

ます。3 点ございます。1 つ目、会議録につきましては先日懇話会の資料と一緒に送付

させていただいております。膨大な量になってございますけれども、修正が必要な箇所

がございましたら、すいません 10月の 18日の金曜日までにご回答いただければ幸いで

ございます。ご負担をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。2 つ目です。 

次回の第 5回の開催の予定ですけれども、パブリックコメント等をはさみますので、来

年の 3月頃に予定をしております。後日日程の調整をさせていただきますのでよろしく

お願いいたします。最後でございます。本日の資料につきましては、自席においてお帰

りいただければと思います。ただ、あの持ち帰っていただいて結構な資料でございます

ので、その場合は、事務局まで一声かけていただければと思います。連絡事項は以上で

ございます。それでは本日の案件全て終了しましたというところで、本日の懇話会を、

これで終了いたします。長時間にわたり本当にありがとうございました。 


